
誰一人取り残さない社会へ
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株式会社三好不動産が取り組む居住支援の取り組み

令和４年度第５回九州厚生局地域共生セミナー
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三好不動産の本社がある唐人町は昔、

遠洋漁業の漁師の町でした。

海難事故も多かったため、万が一に備え

「家族を守ってくれないか」

という漁師たちの相談から始めた

アパート建築と不動産の有償管理。

こうして全国初の不動産管理業が生まれました。

最初から地域のお困りごと解消・社会課題の解決が

三好不動産の原動力です。

Since1951
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会社概要

株式会社三好不動産
【設 立】1951年7月3日

【本 社】福岡市中央区今川一丁目1番1号

【代表者】代表取締役社長 三好 修

2023/2/28

賃貸仲介件数 12,131件

売買仲介件数 739件

外国人入居 1,006戸

管理戸数 43,384戸

不動産の賃貸管理をビジネス化した老舗企業※不動産賃貸管理の発祥
不動産管理業を通じて、社会に貢献できる勤勉企業に挑んでいます。
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『ずっと住みたくなる、地域社会』の実践 （居住支援のきっかけ）
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福岡市の人口推計（2000年当時）

70年以上地域密着で住居にたずさわると、気づいたこと
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賃貸現場で感じたお困りごと・入居希望者（2000年当時）

身寄りがいないから、
賃貸借契約ができない。60歳を超えてると、

大家さんに断られる。。。

持ち家ではない方の住み替えは、困難
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高齢者等に関するお困りごと要素

①家賃滞納があったら、

誰が責任を取るのか

（経済的問題）

②身元引受人がいないと

高齢者・障害者特有の

行動様式に対応できない

（問題行動）

③部屋で亡くなることが

多いのではないか

（孤独死問題）

④死亡後、誰が遺体を引き取り、

残置物の整理をするのか

（死後事務処理問題）
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賃貸現場で感じたお困りごと・大家さん（2000年当時）

物件が古くなって、
空室が増えてきた。。。

高齢の方に入ってもらうと、
万が一の時に事故物件になる。。

空室があっても、万が一の時、家賃が回収できるか等の心配事
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大家さんのお困りごと要素を解消

①家賃滞納はＮＰＯセンターとオーナーとの契約のため発生しない

②問題行動があればＮＰＯセンターが対応し、場合によっては

施設等への転居を支援する

③原則月１回以上の訪問での生活相談と、毎週の乳製品宅配による声かけで

安否確認を行い、孤独死リスクの低減をはかる

④親族と連絡がとれない場合でも、ＮＰＯセンターが責任を持って

残置物の処理等の死後事務を行う
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入居者のお困りごとを解消

①ＮＰＯセンター職員の定期訪問（原則 月１回）や、

毎週、乳製品配達員の声かけがある

②色々な相談事にＮＰＯセンターが対応する

③健康状態をわかってくれているので安心できる

④行政サービスの知識や手続きを熟知しているので頼りがいがある
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三好不動産が考えた、お困りごとの解消案（2000年当時）

大家さん入居者

賃貸借契約の間に入って、大家さん、高齢の入居希望者双方に
安心を提供できないか？
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入居者と大家さんの間を取り持つ

転貸借契約

家賃支払家賃支払

賃貸借契約

・安否確認
・相談、支援

入居者の立場にたった存在（NPO法人）の設立の必要性

入居者 N P O 法人 賃貸住宅家主
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(特非) 介護賃貸住宅NPOセンター サービスの流れ

住居紹介後も見守りサポートの一環としてNPOセンターでは乳製品を定期的に配達、届け
る際に声掛けをし安否確認をしています。これにより、入居者は安心して生活することが
でき、オーナーも孤独死や認知症の対策になり安心してお部屋を貸すことができます。

〈住宅紹介後も安心のサポート〉 2001年3月～ 実績 300 件

当社の取り組みについて ①独居高齢者の見守り体制

1.高齢者の方への居住支援

2.オーナーへの空室対策

3.入居者およびオーナーからの
手数料収入によりサービスの継続
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入居にあたっての注意点

重要なポイント

①ＮＰＯセンターと信頼関係が構築できそうか

②共同住宅での生活が可能な心身の状態にあるか

③経済状態に問題はないか

④緊急連絡先は確保できるか（できなくても可）

（1）本人の状況を十分把握していれば、心配はいらない
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入居にあたっての注意点

①入院歴、手術歴、治療中の病気、かかりつけ医

②介護認定の有無（要支援/要介護）

③障害者手帳の有無、障害の程度と、通院状況、障害者基幹相談支援センターなどの

公的な支援状況（身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳）

④アルコール、ギャンブル依存症の有無と治療状況

⑤年金収入などの経済的基盤と借金の有無

⑥本籍確認と、家族関係、万一の場合の緊急連絡先

（2）面談での、具体的確認事項
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高齢者の見守り体制

①住宅が確保出来れば、その他の支援はいらないという方

②借金の整理が出来ていない方（法テラス利用の意思あれば可）

③認知症が疑われる方（施設紹介）

④身体状況から、常時見守りが必要な方

⑤共同住宅での生活が難しい方

⑥病気や障害でコミュニケーションがとれない方

（3）支援不可となる場合
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高齢者の見守り体制

（1）入居前の支援

①面談にて相談者の心身の状況や希望を確認し、条件にあう賃貸物件を探す

②賃貸住宅への入居が難しい場合には、グループホームや有料老人ホーム等を紹介

③経済的に困窮している場合は、生活自立支援センターへつなぐか、

生活保護の受給申請をサポート

④介護保険による住宅改修の必要性などを、医療関係者、介護関係者と協議
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高齢者の見守り体制

（1）入居後の支援－１

① 日常の安否確認は、NPO負担で乳製品を毎週配布。異常があれば NPOに連絡

職員が開錠して安否を確認する（ヘルパー等も同様）警察官に立会いを求めることもある

② 訪問により、生活状況の変化や判断能力の低下の有無を確認し、金銭管理に不安があれば、

地域生活自立支援事業の利用を検討

③ 身寄りのない高齢者が成年後見レベルになった場合は、地域包括支援センターに相談し、

行政の権利擁護担当につないでもらい、市長申立てを依頼する（大半は、施設に入所となる）

④ 身体機能の低下や病状の進行状況も確認し、必要に応じて、診療・入院の支援や

地域包括支援センターに介護認定調査を依頼する
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高齢者の見守り体制

（2）入居後の支援－2

⑤ 日常生活での困りごとを聞いて、電球や水道パッキン交換、エアコンの温度調節や

フィルター清掃を行う

⑥ 福岡市の声の訪問（無料）や緊急通報装置（低所得者は無料）の設置申請を支援する

⑦ 火災保険更新手続きを忘れることが多いので、保険代理店と連携して支援する

⑧ 独居が困難になった場合は、有料老人ホームへの転居を支援する

⑨ 特に年金生活者については、本人から葬儀・納骨や財産処分について希望を聞き取り、

準備する
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高齢者の見守り体制

NPOセンターの支援体制

家 主

不動産会社乳製品宅配

病 院
訪問看護
訪問介護
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等

異常時連絡

情報交換

安否確認

各種支援

情報交換

援助

賃貸借契約

宅配代金支払

行政(福祉事務所他）

地域包括支援センター

社会福祉協議会

高 齢 者
障害者等

NPOセンター

医療行為
介護サービス

各種支援
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高齢者の見守り体制

関わりのある機関等

▪区役所（生活保護課、高齢福祉課等）

▪地域包括支援センター・ケアマネージャー

▪民生委員

▪障害者基幹相談支援センター

▪医療機関（受診、入退院、訪問看護、訪問歯科）

▪介護事業者

▪社会福祉協議会（日常生活自立支援事業等）

▪安全センター（緊急通報装置）
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居住支援法人の登録

2017年 住宅セーフティネット法改正 施行
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住宅確保要配慮者

・住宅セーフティネット法において

低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯

・国土交通省省令

外国人など

・各自治体で定める者

LGBTなど

お困りごとに

なっている

事が違う！
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当社の取り組みについて ②居住支援法人及びNPO法人様への提供

当社
管理会社

所有者
居住支援法人

NPO法人

住宅確保
要配慮者

ｻﾌﾞﾘｰｽ契約

住宅確保
要配慮者

管理契約 賃貸借契約

所有者
当社

管理会社

管理契約 賃貸借契約

■これまで多くの契約では「ケース１」が多かった

→管理会社として連帯保証人様は必須となり契約に至らないケースが多数

→入居者様のコントロールがしにくい点があり、所有者様にご納得頂けないケースがあった

■最近ではケース２のように居住支援法人及びＮＰＯ法人様に借りて頂くケースが増えている

→居住支援法人及びＮＰＯ法人様に借りて頂く事で入居者様も責任もって頂けるという事で

所有者様にもご理解頂けるケースが増えてきた

※2020年から案件が増え、2020年1月～2022年9月末迄で4社38件の契約している。

ケース１

ケース２
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シニアの方をお守りするサービス
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当社の取り組みについて ③外国人の取り組みについて

▶︎2008年

・外国人支援PJチーム立上げ

・初外国人正社員3名採用

▶︎2010年

・外国人正社員5名に増員

・中国人向けの各イベントを主催

・各種書類等中国語にて作成

▶︎2011年

・外国人正社員8名に増員

・上海事務所設立

・年間賃貸契約350件超

▶︎2012年

・多国籍のお客様へも対応開始

・留学生寮の運営

・外国人専用物件の購入

・初外国人の宅建資格取得

▶︎2012年

・外国人正社員11名に増員

・外国人入居数650室(占有率2.5%)

・管理部門へ外国人社員の配置

▶︎2014年

・外国人の売買仲介の本格化

・香港で福岡投資セミナー開催

国際事業の沿革
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当社の取り組みについて ③外国人の取り組みについて

▶︎2015年～2017年

・ベトナム籍、フランス籍正社員採用

・上海、大連、台北で投資セミナー開催

・留学生に奨学金支援

▶︎2018年

・韓国現地で採用活動開始

・国際事業部設立

・東京支店外国人社員の配置

▶︎2019年

・韓国籍正社員の採用

・台北不動産展覧会参加

▶︎2020年

・ネパール籍正社員の採用

・コロナウィルス爆発

・国際事業部一旦分散化

管理獲得、退去精算部署配属

▶︎2021年

・国際事業課の復活

・外国人正社員16名に増員

・外国人宅地建物取引主任士15名

保有率93%

・年間賃貸契約700件弱

▶︎2022年

・現在、外国人正社員13名

・外国籍既存契約件数976件
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当社の取り組みについて ③外国人の取り組みについて

国際事業に関するデータ (賃貸仲介）

59期 60期 61期 62期 63期 64期 65期 66期 67期 68期 69期 70期

売上 9,353 19,074 31,352 40,048 39,521 51,677 41,321 39,627 55,021 57,544 39,428 76,765

件数 152 319 462 760 696 740 634 710 958 665 457 690

0

200

400

600

800

1000

1200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

千
円

賃貸仲介実績推移

5名

3名

7名

6名 5名

4名

3名

5名

4名

4名

7名

4名



2023/2/28 29

問い合わせフォーム
英語、日本語、中国語、韓国語、ベトナム語
ネパール語の６ヶ国語の対応

当社の取り組みについて ③外国人の取り組みについて

外国籍向けの専用ホームページ開設



2022年～
LGBTフレンドリー特設サイト
開設

2023/2/28

LGBTの方 100組以上の賃貸成約

お二人で住めるお部屋探し
購入する住宅・ローン・
生命保険・公正証書・
法的手続き等・・・etc

2016年～

九州レインボー
プライドに参加
九州レインボープライド2019に社員140名で
パレードに参加(博多区冷泉公園)

2017年～2022年
work with Pride
LGBTQに関する
取り組みの評価受賞

当社の取り組みについて ④LGBTの住まいサポート

2022年～
LGBTフレンドリー
特設サイト
開設

2022年～
YouTubeチャンネル
MIYOSHI Rainbow
TV 開設

第1回目の配信は福岡県とコラボ企画を実施
「 福岡県のパートナーシップ制度について」
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当社の取り組みについて ⑤仮設住宅とみなし仮設住宅について

■みなし仮設住宅は、災害などにより居住していた
住居を失い、自らの資金では住宅を新たに得る事の
できない被災者に対し、地方公共団体が民間の住宅
を借り上げて被災者に供与し、仮設住宅に準じる
ものとみなす制度。

例）熊本県のケース
1.応急仮設住宅としての使用を貸主から同意を得ている
2.管理会社により賃貸可能と確認されたもの
3.家賃1カ月当たり原則6万円以下
（対象世帯が5名以上の場合は9万円以下）

期間：最長2年
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ウクライナ大使へ義援金贈呈
2022.5.20

オーナー様と一緒に避難された方の
無償住宅確保の活動開始

当社の取り組みについて ⑥ウクライナ避難民の方を支援
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他地域での事例

（1）熊本県合志市と連携協定
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他地域での事例

（2）合志市居住支援協議会
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他地域での事例

（3）「みんなの居場所」オープン
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一般社団法人全国居住支援法人協議会

2019年設立。２０２２年６月時点 ２４８団体（個人含む）
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2022年10月15日実施

福岡市・福岡県主催の

セミナーに登壇。

賃貸不動産管理会社に

おける居住支援の取り

組み、地域共生社会の

実現についてパネル

ディスカッションを

実施。

当社の取り組みについて 広報活動の実施①

2022年6月8日実施

日本弁護士連合会

主催のシンポジウム

にZoom登壇。

企業活動とLGBT

「毎日の積み重ねから

ブランドづくりまで」

についてパネル

ディスカッションを

実施。
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当社の取り組みについて 広報活動の実施②

2023年1月23日
suumoジャーナル
「百人百通りの住まい探し」に
取り上げられました。

https://suumo.jp/journal/2023/01/23/192839/

「お客様の身になって」
「一人一人に寄り添って」

会社の利益だけでなく
「お客様のために何ができるか」
で行動すること。

お客様は行政、異業種、
同業者も含まれます。
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三好不動産はこれからも

「誰一人として取り残さない」社会を実現するために

経済的責任だけを追及するのではなく

時代のニーズに合った社会や環境へ配慮した共創活動を

続けてまいります。
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